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ＪＲ可部線電化延伸事業に係る環境影響評価書について（通知） 

 

 広島市環境影響評価条例（平成１１年広島市条例第３０号）第２０条第２項に基づ

き、平成２６年１月２７日付けで提出のあった環境影響評価書に対しては、環境の保

全の見地からの意見を述べる必要がないことを通知します。 

  


